
（別紙様式４）

〒
（住所）
（電話）

〒
（住所）
（電話）

昼夜

3,045 単位時間 1,380 単位時間 630 単位時間 1,035 単位時間 0 単位時間 0 単位時間

年 104 単位 54 単位 27 単位 23 単位 0 単位 0 単位

120 人 126 人 人 0 %

人
人
人
人
％

■就職者に占める地元就職者の割合 (F/E)
％

■卒業者に占める就職者の割合 (E/C)
％
人

（令和 5

受審年月：

（Ａ：単位時間による算定）

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

（Ｂ：単位数による算定）

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

人

人

人

人

人

人

人

近森病院附属看護学校 平成28年3月22日 山崎　正博

社会医療法人近森会 昭和22年1月1日 入江　博之

3 昼間
※単位時間、単位いずれ
かに記入

第三者による
学校評価

就職等の状況

企業等と連携した
実習等の実施状況
（Ａ、Ｂいずれか

に記入）

教員の属性（専任
教員について記

入）
 ④ 修士の学位又は専門職学位 （専修学校設置基準第41条第1項第4号） 5

 ⑤ その他 （専修学校設置基準第41条第1項第5号） 0

 計 10

上記①～⑤のうち、実務家教員（分野におけるおおむね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度
の実務の能力を有する者を想定）の数

10

 ① 専修学校の専門課程を修了した後、学校等におい
てその担当する教育等に従事した者であって、当該専
門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算
して六年以上となる者

（専修学校設置基準第41条第1項第1号） 2

 ② 学士の学位を有する者等 （専修学校設置基準第41条第1項第2号） 3

 ③ 高等学校教諭等経験者 （専修学校設置基準第41条第1項第3号） 0

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち必修授業時数 23

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数 23

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数）

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数）

総授業時数 23

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数 23

当該学科の
ホームページ

URL
https://www.chikamori-hns.com/

総授業時数

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち必修授業時数

年度卒業者に関する令和６年５月１日時点の情報）

■主な就職先、業界等

（令和5年度卒業生）

病院

■民間の評価機関等から第三者評価： 無
※有の場合、例えば以下について任意記載

評価団体：
評価結果を掲載した
ホームページＵＲＬ

■就職率 (E/D)　　　　　　　　　　： 98

1

94
■進学者数 0
■その他

0

■卒業者数 (C)　　　　　　　　： 42
■就職希望者数 (D)　　　　　： 42
■就職者数 (E)　　　　　　　　： 40
■地元就職者数 (F) 34

修業年限
全課程の修了に必要な総授業時数又は総

単位数
講義 演習 実習 実験 実技

生徒総定員 生徒実員(A) 留学生数（生徒実員の内数）(B) 留学生割合(B/A)

医療 医療専門課程 看護学科 - - 令和 2(2020)年度

学科の目的
本学科は、学校教育法及び保健師助産師看護師法の規定に基づき看護師として必要な実践的かつ専門的な実務に関する知識、技術及び技能、併せて一般教養の
向上を図り、有能な人材の育成及び職業教育の水準の維持向上を目的とする。

学科の特徴（取得
可能な資格、中退

率　等）

本学科は、学校教育法及び保健師助産師看護師法の規定に基づき看護師として必要な実践的かつ専門的な実務に関する知識、技術及び技能、併せて一般教養の
向上を図り、有能な人材の育成及び職業教育の水準の維持向上を目的とする。

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地
780-0052
高知県高知市大川筋1－1－16
088-822-5231

分野 認定課程名 認定学科名 専門士認定年度 高度専門士認定年度 職業実践専門課程認定年度

令和6年7月31日

職業実践専門課程等の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地
780-0052
高知県高知市大川筋1－6－3
088-871-7582



種別

①

②

③

（年間の開催数及び開催時期）

第２回　令和6年2月16日　16：00～17：00
第１回　令和5年9月29日　16：00～17：10
（開催日時（実績））

年2回　（9月、2月）

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「－」を記載してください。）
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

学生が実習を理解するのに時間がかかる場合、学生と教員で、実習終了後に実習の振り返りや翌日の実習の狙いを確認す
るなどの時間を設けた方が良いという意見があった。その意見を活用するようにした。

上総　満高 近森病院附属看護学校　教務主任
令和6年4月1日～令和7年3月31
日

中山　潤一 近森病院附属看護学校　事務長
令和6年4月1日～令和7年3月31
日

谷　仁美 近森病院附属看護学校　事務主任
令和6年4月1日～令和7年3月31
日

森木　妙子 前高知大学医学部看護学科　教授
令和5年4月1日～令和6年3月31
日

中山　智子 高知鏡川病院　看護部長
令和5年4月1日～令和6年3月31
日

寺田　文彦 社会医療法人近森会　　管理部長
令和6年4月1日～令和7年3月31
日

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の
編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方
針

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿
令和6年7月31日現在

名　前 所　　　属 任期

山﨑　正博 近森病院附属看護学校　学校長
令和6年4月1日～令和7年3月31
日

変化を続ける医療や福祉、社会の状況を背景に、当校では教育理念・目標である高度な実践能力と豊かな人間性をもつ人材
育成を実施している。その根幹となる教育課程編成においては近森会グループをはじめ看護学教育に関する病院や関係施
設、関係団体の要請を充分活かしながら実践的・専門的教育を実施している。実習病院や施設の意見や特徴を活用し、高い
臨床実践能力を学ぶ為の多岐にわたる教育課程の編成を行う。また、臨床実習指導者会や講師会議等での意見交換や教育
課程編成委員会での意見を参考に授業内容や方法の改善、教材開発を進めていく。

教育課程編成委員会は教育課程委員会規程第2条（職務）に則り、教育課程の編成に関する事項について専門的な検討を行
う。具体的な意思決定過程は、カリキュラム検討委員会で審議された事項について教育課程編成委員会で医療動向を鑑み実
践教育や臨床現場からの視点で協議し学校運営会議に提言、学校長の許可を経て決定する。その結果を教育課程編成に活
用する。

平瀬　節子 近森病院附属看護学校　副学校長
令和6年4月1日～令和7年3月31
日

宮井　千惠 高知県看護協会　顧問
令和6年4月1日～令和7年3月31
日

岡本　充子 社会医療法人近森会　統括看護部長
令和6年4月1日～令和7年3月31
日



小児看護学実習

各発達段階と健康レベルにある子どもおよび家族の健康
問題を、保健・医療・福祉・教育の視点から幅広く捉え、必
要な看護援助を展開する。また。子どもの医療に関わる多
職種チームの一員としての看護職の役割について学び、
実践する。

国立病院機構　高知病院
高知ハビリテーリングセンター
細木病院

母性看護学実習

マタニティーサイクルにある女性と新生児を受け持ち、既
習の知識・技術に基づいた看護の展開を通して、母性看
護の対象理解を深め、女性・子ども・家族の健康に関する
課題と看護の役割について考えを深める。

国立病院機構　高知病院
高知県立あき総合病院
西部保健福祉センター
東部保健福祉センター

老年看護学実習
高齢者を総合的・多角的に理解し、認知症高齢者に相応
しい医療・ケアについて考え、その人らしさを大切にした看
護が展開できる基礎的能力を養う。

海辺の杜ホスピタル
高知鏡川病院
地域包括支援センター

地域・在宅看護論実習
Ⅰ

地域のフィールドワークを通して地域で暮らす人々と生活
環境を知り、健康で暮らしやすい地域や暮らしづくりについ
て考える機会とする。暮らしが健康に与える影響について
知り、健康課題を把握し、健康と暮らしを支える看護につ
いて考える土台作りとする。また、地域で生活する人々と
その家族の健康や暮らしを応援するために生活の基盤で
ある地域の特性や社会資源、ソーシャルサポートについて
体験を通して学ぶ。

高知市社会福祉協議会
須崎市社会福祉協議会
大豊町社会福祉協議会

統合看護実習Ⅰ
高知県の中山間地域で生活する人々の健康課題・医療・
福祉の現状を把握し、看護職の視点で考えを深める。

馬路村、大川村、宿毛市

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

3年間を通して看護専門職としての基礎的能力の育成を重視した教育を展開する。1年次よりアクティブラーニングやグループ
ワークを取り入れ看護技術や講義・学内演習を実施する。看護学や専門基礎科目等で学んだ理論・技術を臨床で出会う対象
の人々に応じたケアの内容について活用し、科学的根拠に基づいた看護の実践は臨床現場でしか成し得ない。人の成長発
達段階に応じた臨床現場で看護専門職としての基礎的能力を養う為に、実習施設を活用する。

各実習施設とも、実習前には必ず実習指導者と本校の教員とで打合せ検討会を開き、実習の目的・目標の確認と、学生の学
内での状況などの説明を通して指導方法や学生観の共有を図る。実習期間中は本校の担当教員が各実習場所に引率し臨地
の実習指導者との連携を図りながら実習を進める。また、学生の実習への取り組む姿勢や意欲、看護技術達成や思考・判断
力等の指導を適宜行っていく。カンファレンスや振り替えりの会等でも学生の進度や理解度を確認しながら進めていく。実習終
了後の振り返りの会を開催し、実習目標の達成・評価を行い今後に向けた改善点などを検証する。これらの結果は次回から
の実習に活用する。



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

専任教員研修計画に基づき、全職員を対象に研修を計画している。専任教員に求められる能力は、看護実践能力、教育実践
能力、コミュニケーション能力、マネジメント能力、研究力であり、能力向上のために教員の特性の応じた研修内容、学会参加
と看護研究を組織的・継続的に計画実践している。例年夏に開催される高知県看護協会主催の研修会に教員も参加をしてい
る。

②指導力の修得・向上のための研修等

令和6年8月21日 対象： 教員全員

社会に出て辞めない学生の育成について

臨地実習病院及び施設との実習打ち合わせ検討会及び振り返りの会 連携企業等： 臨地実習病院及び施設

通年にわたり実施 対象：
専任教員及び実習施設
の看護長および実習指
導者等

看護基礎教育、カリキュラム改正に係る内容、領域別実習目的・目標の確認および実習上での注意事項、担
当学生の特徴と指導の方向性、看護過程展開方法と看護実践の実際等、対象学生の学修進度等

近森病院附属看護学校　教員研修

令和6年度　保健師助産師看護師実習指導者講習会 連携企業等： 高知県看護協会

令和5年8月8日～令和5年9月5日 対象： 中堅教員

教育原理、教育原理（教育制度の観点から）、教育原理（教育評価の理論）、教育原理（教育評価の実践）

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

②指導力の修得・向上のための研修等

近森病院附属看護学校　専任教員夏季研修

令和5年8月29日 対象： 教員全員

セルフコーチング研修 　教員向けフォローアップ研修　学生講座フォロー指導

看護基礎教育、カリキュラム構築に関する内容、領域別実習目的・目標の確認および実習上での注意事項、
担当学生の特徴と指導の方向性、看護過程展開方法と看護実践の実際等、対象学生の学修進度等

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

「臨地実習病院及び施設との実習打ち合わせ検討会及び振り返りの
会」 連携企業等： 臨地実習病院及び施設

通年にわたり実施 対象：
専任教員及び実習施設の看護
長および実習指導者等



種別

有識者

企業等役
員
企業等役
員
企業等役
員
企業等役
員
企業等役
員

教育活動における成果や課題の可視化、教員の計画的な育成に取り組むことが課題となり、可視化出来る様にしていく様に
する。

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

※（１０）及び（１１）については任意記載。

URL： http://www.chikamori-hns.com/school/disclosure/

公表時期： 令和6年5月15日

中澤　清一
株式会社三翠園　お客様係＆代表取締役社
長

令和6年4月1日～令和7年3月31
日

石原　靖之 石原産業　専務
令和6年4月1日～令和7年3月31
日

山田　光俊 高知西病院　院長
令和6年4月1日～令和7年3月31
日

原田　千枝 高知大学医学部附属病院　看護部長
令和6年4月1日～令和7年3月31
日

中屋　美智 高知県立あき総合病院　看護部長
令和6年4月1日～令和7年3月31
日

遠藤　隆俊 高知大学　教授
令和6年4月1日～令和7年3月31
日

（８）財務 財政基盤
（９）法令等の遵守 教育目的・教育課程評価の体系・自己評価
（１０）社会貢献・地域貢献 地域社会活動
（１１）国際交流

（５）学生支援 学生生活の支援
（６）教育環境 施設設備の整備
（７）学生の受入れ募集 入学・広報活動

（３）学校関係者評価結果の活用状況

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

名　前 所　　　属 任期

（１）教育理念・目標 教育目的・教育目標
（２）学校運営 組織体制

本校は毎年、自己点検・自己評価を実施して、結果を学校関係者評価委員会にて説明を行い、同委員から再評価を頂いてい
る。この学校関係者評価委員会に大学教授、医師、実習先の看護部長や企業役員が委員として出席をして、様々な視点から
フィードバックを頂いている。本校はそのフィードバックを次年度の学校運営の改善につなげていく。

（３）教育活動 教育課程経営・教授学習評価課程
（４）学修成果 卒業・就業・進学

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。ま
た、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目



（１１）その他

（１）学校の概要、目標及び計画 学校の概要、目標及び計画
（２）各学科等の教育 学科の教育
（３）教職員 教職員
（４）キャリア教育・実践的職業教育 キャリア教育・実践的職業教育
（５）様々な教育活動・教育環境 様々な教育活動・教育環境

※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））
URL： http://www.chikamori-hns.com/school/disclosure/

公表時期： 令和6年4月26日

（６）学生の生活支援 学生の生活支援
（７）学生納付金・修学支援 学生納付金・修学支援
（８）学校の財務 学校の財務
（９）学校評価 学校評価
（１０）国際連携の状況

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関
する情報を提供していること。」関係

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

学校関係者へ学校の運営状況を把握できる情報提供をすることで、より質の高い学校運営を行い、ホームページで情報公開
することで学校運営の透明化を図る。
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1 ○ 生物学入門

種の維持のために“食”と“性”の間を循
環する生物が、発生から進化を遂げていく
中で、生体に有利な解剖学的特徴と生理学
的特性をどのように取り入れてヒトになっ
たかを学習する。その理解により看護学習
に必要とされる生物学的知識を習得する。

1
前

15 1 ○ ○ ○

2 ○
論理的思考演
習

科学的根拠に基づいた論理的思考力を育成
し、また、論理的な表現能力を身に付け、
看護実践領域で活用できる能力を養う。

1
後

30 1 ○ ○ ○

3 ○ 心理学
対象とする人間の心や行動を理解するため
に必要な理論を学ぶ。

1
前

15 1 ○ ○ ○

4 ○ 社会学

社会現象の実態や、現象の起こる原因に関
するメカニズム（因果関係）等から個人、
行為や行動、家族やコミュニティなどの集
団、組織、相互作用等を社会の中で多角的
に、時に批判的に見る社会学的な見方、と
らえ方、社会に関する知識を身につける。
人々の暮らしの中から生きるための地域の
特徴や生活の在り方、考え方について理解
を深め、地域で暮らす社会の一員としての
位置づけについて洞察し看護者としての役
割について理解を深める。

1
後

15 1 ○ ○ ○

5 ○
国 語 リ テ ラ
シー

文部科学省はこれからの時代に求められる
国語力として、国語力は「知的活動」「感
性・情緒」「コミュニーション能力」のな
どの基盤であり個人の自己形成にかかわる
重要な能力である指針を示している。これ
からの社会人（医療人・看護者）としての
基本として重要な理解する力と表現する
力、物事を考える力について学ぶ。

1
前

30 1 ○ ○ ○

6 ○ 生活と文化

高知県の歴史・文化、自然や生活を知り、
人々の暮らしの中から生きるための地域の
特徴や生活のあり方、考え方について理解
する。地域（高知県）で暮らす人々の健
康、病気、医療などのとらえ方や感じ方
は、個人を取り巻く社会や文化からどのよ
うな影響を受けるのか、その多様性に着目
し健康維持の視点から洞察し、看護者とし
ての役割について理解を深める。

1
前

15 1 ○ ○ ○
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7 ○ 英語入門
聞く、話す、書くの3技能について、日常生
活や看護の場面に役立つ英語表現を学習す
る。英語の実用的な活用能力を養う

1
前

30 1 ○ ○ ○

8 ○ 看護英語

看護・医療従事者に求められる基本的な医
学英語知識の習得を目指し、英語を理解す
るために必要な読解力・聴解力を身につけ
る。

3
前

30 1 ○ ○ ○

9 ○ 倫理学

看護倫理とは何かを理解し、その重要性を
学ぶ。保健医療福祉現場で看護師が直面す
る倫理的課題について考察し、看護師とし
てどのような倫理が求められているかを理
解し、基本的姿勢と態度を養う。

1
前

15 1 ○ ○ ○

10 ○ 運動と健康

個人や社会における生活習慣等に対する健
康や運動の持つ役割に注目し、それらの現
象や問題について多角的な視点で生涯にわ
たり豊かな生活を営むための健康や運動、
スポーツの科学的・文化的認識や実践する
ことの重要性を学ぶ。適切な運動実践と自
己のライフステージや心身の状態に応じた
身体活動や健康推進活動を生活の中に取り
入れ、豊かなライフスタイルを主体的に形
成する能力を養う。

1
前

30 1 ○ ○ ○

11 ○

人間関係とコ
ミ ュ ニ ケ ー
ション（カウ
ンセリング）

人間関係・コミュニケーション論の理論を
基に心と行動に柔軟性が伴うよう必要とさ
れるコミュニケーションを考え、理解を深
める。また、現代社会における自己と他者
の関係性を捉えものの見方を再考するとと
もにカウンセリングの理論と実践の基礎的
能力を養う。

1
後

15 1 ○ ○ ○

12 ○ 教育学

人間の成長と教育の意義、教育の目的など
教育学の理念・基本概念ついて学び、家庭
教育、健康教育・生活指導などの実践的能
力を養う。

1
前

30 1 ○ ○ ○

13 ○
医療と情報科
学

診療情報管理を行う上で必要な基礎的な知
識の習得と実践的な能力を養う。 IT化の進
む社会において、情報システムは欠くこと
のできない存在である。医療においても無
数の情報システムが存在し、それらを結ぶ
大規模な情報システムも存在する。これら
の基本的な知識を取得する。また、電子カ
ルテシステムを通して情報技術と社会の結
びつきを学ぶ。 本講義は授業中や課題に
ICTツールを多用する。

1
前

15 1 ○ ○ ○

14 ○
情報科学・演
習

効果的なパーソナルコンピューター(パソコ
ン)の活用を目指して、情報科学の基礎知識
とその応用を学び、日常使われているソフ
トウェアやインターネットの正しい使用法
について学ぶ。各自がパソコンを使って、
基礎的なコンピュータリテラシーを習得
し、看護現場において必要な情報通信技術
に関する知識と技能を身につける。

1
前

30 1 ○ ○ ○



15 ○ 社会人基礎力

社会人基礎力は、社会に出てどのような仕
事についても求められる必要最小限度の能
力である。「前に踏み出す力」「考え抜く
力」「チームで働く力」の基盤となる学び
を、リフレクションの要素を取り入れなが
ら、体験的に学び、「自ら気づき」「自ら
育つ」力を養い社会に通用する組織人、専
門職業人になるための基礎的な能力を育
む。

2
前

15 1 ○ ○ ○

16 ○ 生化学

生体がどのような化合物で成り立っている
か、またそれらの化合物がどのようにつく
られ壊されて生体の恒常性が保たれている
のかを理解する。
１．生体を構成する物質：１）生化学の基
礎２）糖質３）脂質４）たんぱく質５）核
酸・水と無機質６）ホルモンと生理活性物
質、２．生体内の物質代謝：１）代謝のあ
らましと酵素２）ビタミンと補酵素３）糖
質代謝４）脂質代謝５）たんぱく質代謝
６）核酸代謝、３．遺伝子情報とその発
現：１）遺伝子情報２）先天性代謝異常

1
前

15 1 ○ ○ ○

17 ○

Ⅰ ． 消 化 器
個体維持のた
めの物質産生
とエネルギー
産生を担う消
化・吸収・排
泄システム

経口摂取から始まり、最終的にはアミノ酸
など身体構成の部品を作ってゆく上部消化
管の消化吸収システムを学習し、各種残渣
の排泄経路となる下部消化管についても学
習する。消化システムは大きく胃から肛門
までの管腔臓器系と肝臓などの実質臓器系
に分かれる。各臓器系について解剖から生
理について学習し、主要な疾患の病態生
理・症状・検査・治療を学ぶ。

1
前

30 1 ○ ○ ○

18 ○

Ⅱ．呼吸・循
環・脈管系１
酸素を取り入
れるシステム
と細胞代謝に
必要な各種物
質を循環させ
る シ ス テ ム
１

この領域では酸素と二酸化炭素を交換する
呼吸システムと、細胞の活動に必要な各種
物質を循環させる心臓収縮から始まり、末
梢まで循環させる循環器系を理解する。こ
の領域では呼吸と循環を一体化させたステ
ムとしてとらえて解剖・生理を理解・学習
するとともに、肺と心臓の主要疾患につい
て病態生理・症状・検査・治療を学ぶ。こ
の領域では心臓から血液を循環させる脈管
系の解剖を理解し、部位特異性の主要な疾
患について病態生理・症状・検査・治療を
学ぶ。また脈管を循環することにより、生
体の細胞活動を担う血液やリンパ管に関連
する主要な疾患について病態生理・症状・
検査・治療を学ぶ。

1
前

30 1 ○ ○ ○



19 ○

Ⅱ．呼吸・循
環・脈管系２
酸素を取り入
れるシステム
と細胞代謝に
必要な各種物
質を循環させ
る シ ス テ ム
2

この領域では酸素と二酸化炭素を交換する
呼吸システムと、細胞の活動に必要な各種
物質を循環させる心臓収縮から始まり、末
梢まで循環させる循環器系を理解する。こ
の領域では呼吸と循環を一体化させたステ
ムとしてとらえて解剖・生理を理解・学習
するとともに、肺と心臓の主要疾患につい
て病態生理・症状・検査・治療を学ぶ。こ
の領域では心臓から血液を循環させる脈管
系の解剖を理解し、部位特異性の主要な疾
患について病態生理・症状・検査・治療を
学ぶ。また脈管を循環することにより、生
体の細胞活動を担う血液やリンパ管に関連
する主要な疾患について病態生理・症状・
検査・治療を学ぶ。

1
前

30 1 ○ ○ ○

20 ○

Ⅲ．内分泌・
代謝 体の恒
常性（ホメオ
スターシス）
を担うシステ
ム１

体の恒常性は内分泌系、腎臓の排泄・再吸
収機能、肺機能など多臓器の働きにより電
解質濃度や酸塩基平衡等を保つことで、体
内外の環境の変化に対応している。この分
野では,恒常性を保つ機序を解剖生理学的に
理解し、関連する内分泌臓器の主要疾患に
ついて病態生理・症状・検査・治療を学
ぶ。また細胞のエネルギー源である血糖の
コントールの生化学的機序を理解し、それ
に付随する疾患の病態生理・症状・検査。
治療について学習する。

1
前

30 1 ○ ○ ○

21 ○

Ⅳ．腎・泌尿
器 体の恒常
性（ホメオス
ターシス）を
担うシステム
2

体の恒常性をになうもう一つの臓器である
腎臓の解剖、生理機能について学習する。
特に、酸塩基平衡や電解質について他の臓
器・器官との相互関連について学ぶ。その
ほか血圧維持や造血について間接的に関与
する腎臓の多面的機能について理解し、そ
の主要疾患について病態生理・症状・治療
を学ぶ。

1
後

30 1 ○ ○ ○

22 ○

Ⅴ．感覚器・
脳神経 情報
取得、統合・
判断、目的行
動のシステム
１

ヒトは動く存在(homo mobilitus)であり、
各臓器経由で種々の情報を取得して大脳に
集め、大脳はそれを統合・判断して神経系
を通じて運動器に伝達し目的行動を行う。
各種情報を集める器官と統合・判断して運
動器に伝えるシステムの解剖・生理を理解
し、情報の流れの中での主要疾患について
病態生理・症状・治療について学習する。

1
後

30 1 ○ ○ ○

23 ○

Ⅵ.運動器(整
形外科 ) 情
報 取 得 、 統
合・判断、目
的行動のシス
テム２

体を動かすシステムの中で実際の運動を担
う器官である骨、関節、筋肉について解
剖、生理について理解し、主要な運動器疾
患について病態生理・症状・治療について
学ぶ。

1
後

30 1 ○ ○ ○



24 ○

Ⅶ．皮膚・免
疫系 体を守
るシステム・
女性生殖器

ヒトは生命を維持し種をつないでいく中
で、種々の環境要因の侵襲から体を守るシ
ステムを作ってきた。物理的侵襲について
は皮膚や粘膜が大きな役割を果たし、身体
内では主として白血球及びその生産物質が
防御的に働いている。これら物理的、化学
的な防御システムの解剖・生理を理解し、
この領野の主要疾患について病態生理・症
状・治療について学ぶ。

1
前

15 1 ○ ○ ○

25 ○ 医学概論

医学とは何か、生とは何か、医学の目指す
ものなど、その歴史や現状と課題について
学ぶ。医療者としてどうあるべきかを考え
る。医学的な治療とは何か、診断はどのよ
うな過程を経て行われるのかなど、診断・
治療に関する医学的知識を深める。
病気の特有な症状や経過に関する基礎的知
識を身に付け、医療における各治療法（食
事療法、薬物療法、放射線療法、手術療
法、理学療法など）概要、特徴、適応など
を学び、対象の治療過程の理解に活用し、
今後の看護実践につなげる。

1
前

15 1 ○ ○ ○

26 ○ 病理学
人体組織における病的状態の原因・発生機
序を理解する。

1
前

15 1 ○ ○ ○

27 ○ 微生物学
微生物についての基礎知識、感染と発病、
感染の予防と治療について学び、生態に及
ぼす影響とその対応方法を学ぶ

1
前

15 1 ○ ○ ○

28 ○ 臨床栄養学

栄養に関する基礎的知識を学び、病態や栄
養状態に基づいた適切な栄養マネージメン
トについて理解を深め、栄養療法の重要性
を理解する。

1
後

30 1 ○ ○ ○

29 ○ 薬理学

薬物の特性を知り、薬物作用に関する基礎
的事項を理解し、薬物の作用と病態との関
連性、薬物相互作用や副作用を学ぶ。ま
た、薬物の管理について理解する。

1
前

30 1 ○ ○ ○

30 ○
リハビリテー
ション概論・
演習

リハビリテーションの概念を理解し、リハ
ビリテーション医療が必要となる人のセル
フケア（自立・自律）支援に必要な援助方
法を学ぶ。また、リハビリテーション医療
にかかわる職種の役割とチームアプローチ
について学ぶ。リハビリテーションにかか
わる医療チームの中での看護師の役割を理
解しリハビリテーション看護の独自性と特
徴を身につける。

2
前

30 1 ○ ○ ○

31 ○ 臨床推論

患者が語る症状や体が表す徴候をもとに患
者の状態を正しくアセスメントする能力を
養い、臨床に適応できるように知識と技術
の統合を図り、看護の実践者として患者の
看護を総合的に展開できるようにするため
に必要な基礎的能力を身につける。

3
前

30 1 ○ ○ ○



32 ○ 医療と経済

少子高齢化の進展や人口構造の変化に対応
するために、わが国の医療制度を含む社会
保障制度の現状と改革の内容などを理解
し、医療と経済との関係について必要な知
識を学ぶとともに医療における経済的視点
を養う。

15 1 ○ ○ ○

33 ○ 医療と安全

医療安全に関する定義や理念並びに主な概
念と歴史について学ぶ。また、医療や看護
におけるリスクや有害事象の実態と予防方
法を学ぶと共に、国や組織における医療安
全管理体制と安全文化形成に向けた取り組
みについて学ぶ

1
後

15 1 ○ ○ ○

34 ○
健康生活と安
全

人々は災害や感染症発生等など日常生活で
の危機的な状況は避けることができない。
危機予防から発生、発生後と継続して対象
者の安全確認や日常生活での注意点等を理
解し、健康管理のできる看護者としての役
割を学び生活支援のできる知識、方法を身
につける。

3
後

30 1 ○ ○ ○

35 ○ 社会福祉総論

保健医療・福祉を取り巻く環境や政策的動
向、現代社会における課題を踏まえたうえ
で保健・医療・福祉それぞれの理念や仕組
みなどについて基礎的知識を学ぶ。

3
後

15 1 ○ ○ ○

36 ○ 公衆衛生学

人々の生活習慣や環境の変化とわが国にお
ける健康・疾病の現状を関連付けて理解す
るとともに、健康の保持・増進から疾病予
防、QOLの向上に至るまでの包括的保健医療
の概要などについて学ぶ。

3
後

15 1 ○ ○ ○

37 ○
関係法規
(社会保障制
度)

看護職として基盤となる医療関係法規や社
会保障の柱である年金保険、医療保険、介
護保険などの社会保険を理解し、医療専門
職としての職責を正しく遂行するために法
律の基礎的知識や社会保障制度などについ
て学ぶ。

3
後

15 1 ○ ○ ○

38 ○ 看護学概論Ⅰ

看護の全体像を理解するための基本概念や
社会における看護の機能と役割について理
解し、人々の健康・生活へのアプローチを
考えるための基礎的な知識を学ぶ。

1
前

30 1 ○ ○ ○

39 ○ 看護学概論Ⅱ

看護実践のための提供システム、看護の多
様な活動の場について理解するとともに、
看護実践の基礎となる代表的な看護理論に
ついて基礎的な知識を学ぶ。

1
後

15 1 ○ ○ ○

40 ○
ヘルスアセス
メント

人が本来持っている生活のリズムを維持で
きるように身体的、心理的、社会的な視点
からアセスメントする力を身につける。看
護実践に活かすフィジカルアセスメントの
知識と技術、検査の読み方等を身につけ
る。

1
後

30 1 ○ ○ ○



41 ○ 家族看護学

看護における家族の役割は大きく、家族の
援助なしに患者・クライエントのケアは成
立しない。看護専門職として、家族とその
支援手法及び家族関係性を把握するなかで
キーパーソンの果たす役割を認識すること
は看護活動を実践する上で重要であること
を学ぶ。

1
後

15 1 ○ ○ ○

42 ○ 看護過程演習

より良い看護を実践するための看護過程の
展開とは何か、その意味と必要性が理解で
きる。事例を用いながら看護過程の各段階
において必要な判断力と表現力を養う。

1
後

30 1 ○ ○ ○

43 ○ 看護研究Ⅰ

普段から問題意識をもつ必要性を理解し、
看護研究についての基礎的な知識を学ぶ。
そして、必要な文献や情報を検索し、関心
のあるテーマに関する研究論文を読むこと
を通して、看護における研究の役割・意義
について考える。

1
後

30 1 ○ ○ ○

44 ○
基礎看護学方
法論Ⅰ

看護を実践する基本となる看護技術とは何
か、その概念を理解するとともに看護技術
を身につけるための学習方法を習得する。
そして、看護の対象である人間を知り、人
間を取り巻くより良い環境の意味を理解
し、必要な援助技術を身につける。

1
前

30 1 ○ ○ ○

45 ○
基礎看護学方
法論Ⅱ

人間の基本的な欲求である食事・排泄の意
義を学び、食事摂取・排泄機能の障害が対
象に及ぼす影響を理解し、対象に適した援
助方法を身につける。

1
前

30 1 ○ ○ ○

46 ○
基礎看護学方
法論Ⅲ

看護は人間の生命に関わる仕事である。人
間の健康を多角的に捉えることを目指し、
バイタルサイン測定の技術を習得し、対象
の安全と安楽を考え援助する技術を身につ
ける。

1
前

30 1 ○ ○ ○

47 ○
基礎看護学方
法論Ⅳ

清潔は人間の基本的な欲求の充足に必要な
日常生活援助である。対象への配慮を考え
ながら具体的な援助技術を身につける。ま
た、患者の安全を考え、感染予防の基礎知
識を理解し、無菌操作の援助技術を身につ
ける。

1
後

30 1 ○ ○ ○

48 ○
基礎看護学方
法論Ⅴ

診療の補助に伴う援助の意義を理解し、健
康の充足・維持増進のために実施される治
療、検査などに必要な基本的知識を理解
し、援助技術の方法を身につける。

1
後

30 1 ○ ○ ○

49 ○
地域・在宅看
護総論

看護の対象は療養者を含めた地域で生活す
る人々であると捉え、地域・在宅看護活動
で特徴的な集団や地域社会の理解を深める
ための基礎的能力を身につける。ヘルスプ
ロモーションの理念に基づき、健康で暮ら
しやすい地域や暮らしづくりについて学
び、暮らしが健康に与える影響について学
ぶ

1
前

15 1 ○ ○ ○



50 ○
地域・在宅看
護援助論Ⅰ

地域・在宅看護の歴史的変遷を概観し、地
域・在宅看護の定義や理念、地域・在宅看
護活動の目的や基盤となる関連法規や制度
について学習する。地域・在宅看護の対象
者とその家族が住み慣れた地域で生活する
ための地域包括ケアシステムと看護活動、
地域社会での活動方法や看護の機能と役割
について学習する。また、在宅移行支援に
おける多職種協働と看護の役割について学
ぶ。

1
後

30 1 ○ ○ ○

51 ○
地域・在宅看
護援助論Ⅱ

地域・在宅療養を支えるコミュニケーショ
ン技術、看護を展開するために必要な信頼
関係形成のための技術、日常生活援助技
術、医療管理技術など在宅において特有な
看護技術に関する知識や方法を学ぶ。

2
前

30 1 ○ ○ ○

52 ○
地域・在宅看
護援助論Ⅲ

地域・在宅で看護を必要としている療養者
とその家族に対して在宅生活を継続するた
めの看護展開のポイントと展開方法につい
て学ぶ。また、在宅で看護を展開するため
に必要な基本的マナーについて学ぶ。

2
前

15 1 ○ ○ ○

53 ○
地域・在宅看
護 援 助 論 Ⅳ
（演習）

疾患の予防段階から終末期まで、地域・在
宅看護の介入時期別の看護の実際について
学ぶ。在宅生活を継続するための安全・安
心・安楽な暮らしの在り方を考える。

2
後

30 1 ○ ○ ○

54 ○
地域・在宅看
護 援 助 論 Ⅴ
（演習）

地域・在宅で看護を必要としている療養者
および家族の潜在能力を最大限に活用し、
在宅生活を継続するための看護援助方法を
学ぶ。 事例を通して安全・安心・安楽な
暮らしの在り方を考える。

2
後

30 1 ○ ○ ○

55 ○
成人看護学概
論

成人期にある対象者の特徴を発達段階に応
じて、身体、心理、社会的側面で捉え、成
人が抱える健康問題を広く理解する。ま
た、成人期にある対象者やその家族に応じ
た看護を実践するための基盤となる主要な
概念や理論を学び、成人期の対象者に応じ
た看護ケアの基礎的な方法を学ぶ。

1
後

15 1 ○ ○ ○

56 ○ 成人保健

成人期の対象者を取り巻く社会の動向やラ
イフサイクルにおける成人期の健康課題に
ついて理解し、現在・将来の成人看護の方
向性について学ぶ。

1
後

15 1 ○ ○ ○

57 ○
成人看護援助
論Ⅰ

急性期、特に救急等クリティカルな状態に
ある対象者の身体的変化や心理的特徴を踏
まえた効果的な看護援助の在り方を学ぶ。
（各論・事例展開を中心に実施する。）
周手術期・呼吸・循環器疾患患者の看護を
主とする。

2
前

30 1 ○ ○ ○



58 ○
成人看護援助
論Ⅱ

急性期、特に救急等クリティカルな状態に
ある対象者の身体的変化や心理的特徴を踏
まえた効果的な看護援助の在り方を学ぶ。
（各論・事例展開を中心に実施する。）
脳血管疾患・消化器疾患患者の看護を主と
する。

2
前

30 1 ○ ○ ○

59 ○
成人看護援助
論Ⅲ

回復過程にある患者とその家族の特徴を理
解し、再発予防を含めたリスク管理を行な
いながら、活動を促進する看護の役割と方
法を学ぶ。また、慢性疾患など生涯にわた
り症状・生活のコントロールを必要とする
対象及び家族の特徴を知り、その状況に応
じた看護の役割と援助方法を学ぶ。
代謝・腎・泌尿器・自己免疫疾患患者の看
護を主とする。

2
前

30 1 ○ ○ ○

60 ○
成人看護援助
論Ⅳ

人生の最終段階にある対象が尊厳を持って
個の特性に応じた人生を送ることができる
ための看護実践を学ぶ。 Adolescent and
Young Adult(AYA)、トランジションなどの
健康課題にについて成人期からの連続性と
今後の人生・生活への影響を踏まえて包括
的にアセスメントし支援する方法を学ぶ。

2
前

30 1 ○ ○ ○

61 ○ 老年看護概論

老年期の特徴、加齢のプロセスと健康問題
などについて学び、「老いを生きる」をさ
さえることとは何かについて理解し、高齢
期における看護の役割について学習する。

1
後

15 1 ○ ○ ○

62 ○ 老年保健

高齢者を取り巻く社会の動向やライフサイ
クルにおける成長・発達の特徴を知り、老
年期の加齢に伴う変化について理解を深め
る。さらに保健医療福祉制度について理解
を深める。

2
前

30 1 ○ ○ ○

63 ○
老年看護援助
論Ⅰ

①加齢と健康の関係や高齢者の健康段階に
応じた看護の在り方を考え高齢者の日常生
活の看護援助を学ぶ。また高齢者及び家族
のセルフケア能力をアセスメントし、その
人らしさを生かし、持てる力を最大限に発
揮できる支援方法を理解できる。
②認知症の高齢者の特性や看護について理
解できる。

2
前

30 1 ○ ○ ○

64 ○
老年看護援助
論Ⅱ

超高齢者社会において、最後までその人ら
しく生きることを支援するために、必要な
知識・技術を学び、多職種チームの一員と
して看護職が果たすべき役割や基本的態度
について考える。

2
前

30 1 ○ ○ ○

65 ○
小児看護学概
論

子どもが成長発達過程にあることを理解す
る上で基盤となる概念や理論を理解し、さ
まざまな健康レベルの子どもと家族の看護
について学ぶ。

1
後

15 1 ○ ○ ○



66 ○ 小児保健

子どもを取り巻く社会の動向やライフサイ
クルにおける小児期の健康課題について理
解し、現在・将来の小児看護の方向性につ
いて学ぶ。

2
前

30 1 ○ ○ ○

67 ○
小児看護援助
論Ⅰ

子ども特有の疾患の病態・症状・診断・治
療について学ぶ。

2
前

30 1 ○ ○ ○

68 ○
小児看護援助
論Ⅱ

病気・障害を持つ子どもとその家族に対応
したQOL向上への看護実践について学ぶ。

2
前

30 1 ○ ○ ○

69 ○
母性看護学概
論

母性看護を実践するための基盤となる、母
性看護の特徴と概念について理解し女性を
取り巻く社会の現状やライフステージ各期
の健康と看護について学ぶ

1
後

15 1 ○ ○ ○

70 ○ 母性保健

女性生殖器の構造、女性の生殖機能、受精
と胎児の発生、成長と老化、女性生殖器の
症状・徴候と病態生理、女性生殖器の診
断、検査と治療、処置、女性生殖器疾患の
理解、妊娠・分娩・産褥に伴う生理的変化
及び正常な経過、新生児の理解等、女性の
特徴とライフステージでの女性固有の特徴
を理解する。特に周産期において母子及び
家族の健康問題を理解し必要な基本的看護
援助について学ぶ。

2
前

30 1 ○ ○ ○

71 ○
母性看護援助
論Ⅰ

周産期の特徴と健康問題を理解し個別看護
について学ぶ。特に妊娠・分娩・新生児・
産褥の正常経過の理解と異常時等の看護援
助について学ぶ。また、これから親となる
ための育児技術と家族関係について学ぶ。

2
前

30 1 ○ ○ ○

72 ○
母性看護援助
論Ⅱ

妊娠・分娩・産褥各期及び新生児における
対象の特徴を理解し、適切な看護ができ基
礎能力を養う。また対象に必要な保健指導
を学ぶ。

2
後

30 1 ○ ○ ○

73 ○
精神看護学概
論

精神障がい者の理解とともに、精神保健医
療福祉に関する法律・制度の歴史的変遷を
体系的に学習し、精神疾患を抱えながら生
活している人の人権や権利擁護について学
び、精神科看護実践の基礎となる考え方や
態度を養う。

1
後

15 1 ○ ○ ○

74 ○ 精神保健

精神看護学の観点から、心の健康、健康問
題、発達、障がいについて広く学ぶ。個人
の心と精神の機能、生活の場である家庭や
職場などの集団における心の問題をとら
え、個々がストレスに適切に対処し、危機
を乗り越え成長していくためには何が必要
か、どのような支援が必要なのかを学ぶ。

2
前

30 1 ○ ○ ○



75 ○
精神看護援助
論Ⅰ

精神機能（思考・感情・意欲・知覚・意
識・記憶・認知など）の障害である、さま
ざまな精神症状および状態像、精神疾患の
分類・診断と検査法、それに基づくさまざ
まな精神障害を学ぶ。また、精神の健康上
の問題に直面している対象とその家族への
援助技術、対応方法について学ぶ。

2
後

30 1 ○ ○ ○

76 ○
精神看護援助
論Ⅱ

精神の健康上の問題に直面している対象と
その家族が心の健康を保ち、健やかに生活
を送られるように看護できる技術や対応方
法について学ぶ。そして、自分自身や身近
な人を大切に思うこと・身近な人と自分自
身に関心を持ち、自らの心の健康が保てる
力を養う。

2
後

30 1 ○ ○ ○

77 ○ 看護研究Ⅱ

講義や実習を通して関心を持った看護現象
に焦点を当て、その現象に関する既存の研
究論文その他の文献を分析し、研究テーマ
を抽出し計画を立て研究を実践する。一連
の研究プロセスを経験することで、科学的
思考力や判断力などを養う。

3
後

30 1 ○ ○ ○

78 ○ チーム医療

医療従事者としてチーム医療に必要な知
識を習得し、医療従事者間の連携や協働に
ついて学ぶ。また、実習で体験したチーム
医療の現状とチーム医療の知識を統合し、
看護師としてのメンバーシップ及びリー
ダーシップについて理解する。

3
前

30 1 ○ ○ ○ ○

79 ○ 看護管理

医療チームの一員として組織的・効果的に
看護を提供するための看護管理の基本概念
を学び、より質の高い看護サービスを提供
するための課題発見力・課題達成力・評価
能力を習得する。

3
後

30 1 ○ ○ ○

80 ○
災害看護・演
習

災害が市民の健康や生活に及ぼす影響につ
いて学び、災害発生直後から始まる災害医
療における看護職の役割、医療チームにお
ける多職種との連携について学ぶ。

3
後

30 1 〇 ○ ○ ○

81 ○ 看護技術評価
卒業後早期に求められる臨床判断と適切な
看護援助を、医療現場に近い状況で学習を
し、看護技術を総合的な評価を行う。

3
後

30 1 〇 ○ ○ ○

82 ○
基礎看護学実
習Ⅰ

患者の生活環境と療養生活の実際を知り、
対象に合った援助について考えることがで
きる。また、安全・安楽の視点から人間の
基本的な欲求の充足に必要な日常生活援助
を、対象への配慮を考えながら実施するこ
とができる。

1
後

45 1 ○ ○ ○ ○

83 ○
基礎看護学実
習Ⅱ

患者の生活環境と療養生活の実際を知り、
対象に合った援助について考えることがで
きる。また、安全・安楽の視点から人間の
基本的な欲求の充足に必要な日常生活援助
を、対象への配慮を考えながら実施するこ
とができる。

1
後

45 1 ○ ○ ○ ○



84 ○
基礎看護学実
習Ⅲ

対象の基本的欲求が充足できよりよい健康
状態（自立）に向けて、一連の看護過程を
展開し、問題解決できる基礎的能力を養
う。また、対象者や周りの人々と信頼関係
を築き、看護者として倫理的な配慮ができ
る態度を養う。

2
前

90 2 ○ ○ ○ ○

85 ○
地域・在宅看
護論実習Ⅰ

地域のフィールドワークを通して地域で暮
らす人々と生活環境を知り、健康で暮らし
やすい地域や暮らしづくりについて考える
機会とする。暮らしが健康に与える影響に
ついて知り、健康課題を把握し、健康と暮
らしを支える看護について考える土台づく
りとする。

また、地域で生活する人々とその家族の
健康や暮らしを支援するために生活の基盤
である地域の特性や社会資源、ソーシャル
サポートについて体験を通して学ぶ。

1
前

45 1 ○ ○ ○ ○

86 ○
地域・在宅看
護論実習Ⅱ

生活の場で行われている看護活動の実際や
在宅療養者と家族を支えている保健医療福
祉サービスの現状を知り、地域・在宅看護
の役割・機能について理解を深める。看護
の対象者の健康レベルに応じた介入時期と
継続看護の意義や方法、関係機関・職種と
の連携、倫理的配慮について学び、実践す
る。

3
前

90 2 ○ ○ ○ ○

87 ○
成人看護学実
習

働き盛りの成人期にある対象の健康を支え
る行政の活動などの社会の仕組みを知りそ
の人自らが健康増進に向けて対処できるよ
うなサポート体制を考え看護の役割を洞察
する。
成人期の役割を持ちながら慢性の経過をた
どり生涯にわたり病状・生活のコントロー
ルを必要とする対象及び家族を理解し、看
護を展開することできる。

2
後

90 2 ○ ○ ○ ○

88 ○
老年看護学実
習

高齢者を総合的・多角的に理解し、認知症
の高齢者に相応しい医療ケアについて考
え、その人らしさを大切にした看護が展開
できる基礎的能力を養う。

2
後

90 2 ○ ○ ○ ○

89 ○
小児看護学実
習

各発達段階と健康レベルにある子どもおよ
び家族の健康問題を、保健・医療・福祉・
教育の視点から幅広く捉え、必要な看護援
助を展開する。また子どもの医療に関わる
多職種チームの一員としての看護職の役割
について学び、実践する。

2
後

90 2 ○ ○ ○ ○



90 ○
母性看護学実
習

マタニティーサイクルにある女性と新生児
を受け持ち、既習の知識・技術に基づいた
看護の展開を通して、母性看護の対象理解
を深め、女性・子ども・家族の健康に関す
る課題と看護の役割について考えを深め
る。＊子育てを行う母親を支援する地域の
役割にふれ、対象理解を深めると共に支援
者の重要性について考えを深める。

2
後

90 2 ○ ○ ○ ○

91 ○
精神看護学実
習

精神疾患を抱え、日常生活や対人関係に障
害をきたしている対象者を理解し、患者-看
護師関係を築き、対象に合わせたその人ら
しさを発揮する生活を支える看護の方法と
役割を学ぶ。さらに、精神科におけるチー
ム医療や多職種との連携について学ぶ。

3
前

90 2 ○ ○ ○ ○

92 ○
クリティカル
ケア看護実習
Ⅰ

急性期にある患者の身体的・心理的状況、
社会的背景を理解し、対象者の尊厳を守り
ながら回復を促進する基礎的看護を学ぶ。
入院から退院に向けて関わる多職種チーム
の一員としての看護の役割について学び、
実践する。主に、ER・集中治療部・放射線
科実習

2
後

45 1 ○ ○ ○ ○

93 ○
クリティカル
ケア看護実習
Ⅱ

急性期にある患者の身体的・心理的状況、
社会的背景を理解し、対象者の尊厳を守り
ながら回復を促進する基礎的看護を学ぶ。
入院から退院に関わる多職種チームの一員
としての看護の役割について学び、実践す
る。主に周手術期実習

3
前

90 2 ○ ○ ○ ○

94 ○
統合看護実習
Ⅰ

高知県の中山間地域で生活する人々の健康
課題・医療・福祉の現状を把握し、看護職
の視点で考えを深める。

3
前

45 1 ○ ○ ○ ○

95 ○
統合看護実習
Ⅱ

3年間の講義、演習、実習での学びを統合し
自らの看護観・人間観・健康観と看護者と
してのアイデンティティを育む。また、
チーム医療、多職種との協働、医療安全、
看護管理の視点で看護者の役割を学ぶ。

3
後

90 2 ○ ○ ○ ○

95

期

週
（留意事項）
１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

卒業要件：
3年以上在学、104単位の取得。欠席日数が出席すべき日数の3分の１
を超えない。

１学年の学期区分 前後

履修方法： 講義・演習・実習 １学期の授業期間 16

合計 科目 104 単位（単位時間）

卒業要件及び履修方法 授業期間等


